
糸魚川市立中学校吹奏楽部の地域展開に関するミーティング 

令和７年１月 18日（土）9:30～ 糸魚川市民会館 ３階会議室 

 

１ 学校部活動地域移行だより No1（令和６．３）の説明 

（１）部活動地域移行の目的 

キーワード 少子化・働き方改革 

 

（２）これまでの流れ 

令和４年12月 国策定「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイ

ドライン」 

令和５年10月 「糸魚川市立中学校部活動の地域移行に係る検討委員会」の設置 

令和６年２月 部活動地域移行推進計画案の検討（意見取りまとめ） 

種目別ミーティング順次開催 

令和６年３月 学校部活動地域移行だより No1 配布 

令和６年８月 学校教職員向け説明会 

令和６年11月 リーバー配信「中学校部活動の地域移行についての現段階での考え方について」 

 

（３）糸魚川市の方針と概略スケジュール（11.8 リーバー配信「中学校部活動の地域移行について

の現段階での考え方について」） 

・学校部活動の将来的な姿 

 国の方針では、「学校部活動」は「地域活動」への移行を目指すこととされております。 

 糸魚川市では、学校部活動を「休日活動」と「平日活動」に分け、まずは「休日活動」につ

いては地域活動へと切り替えていくこととしています。 

 

・「休日」の学校部活動について 

 学校部活動は、令和７年度末で「休日活動」は行われなくなります。 

 「休日活動」については、ジュニア育成団体や保護者会、地域指導者（認定を受けた方や兼

業を許可された学校の教員等）が運営・指導する地域活動となります。 

 

・「平日」の学校部活動について 

 当面、これまでどおり学校部活動として継続されます。（すでに地域活動へ移行しているとこ

ろを除く。） 

 ただし、学校、指導者、保護者での協議が整えば、地域活動に移行していきます。 

 

 ・最近の動向 

 令和８～13年度（６年間）を、平日活動の地域展開の改革実行期間とする方向 

前期：８～10 年度 活動の在り方や課題への対応策等の検証 

（中間評価 改めて取組方針を定める） 

後期：11～13 年度 更なる改革を推進 

 

資料１ 

資料２ 

資料３ 



２ 現在の休日合同練習の現状（令和５年 11月開始） 

・位置づけは希望者を対象とした部活動（月１回・市民会館ステージ・共用打楽器は同倉庫） 

・運営は糸魚川吹奏楽連絡協議会（日程調整・会場予約・部活動指導員と生徒への連絡ほか） 

・部活動指導員（２人）謝礼の財源は県と市…こども教育課が支払事務 

 

 

 

 

 

３ 今後について（令和８年４月１日からの休日クラブ活動をどう運営するか） 

 

ポイント 

・現在の１年生から対象となる（現在の１年生は３年生時から休日クラブ活動開始） 

 

 

 

 

 

４ その他 

 

 


